
 

○利用条件 

介護する方が様々な理由で介護すること

が困難になったとき  

・疾病 

・冠婚葬祭 

・仕事 

・介護疲れ 等 

○利用可能施設（裏面一覧） 

 

 ・特別養護老人ホーム 

 

・小規模多機能型居宅介護施設 

 

○問い合わせ先 

葛飾区福祉部高齢者支援課相談係 

住所：葛飾区立石 5－13－1 

電話：03－ 5654－ 8257 

 

葛飾区家族等介護支援事業 

 

○利用できる方 

 葛飾区内に在宅で暮らしている 65 歳以上の方 

もしくは 40 歳から 64 歳で要支援、要介護認定を受けている方。 

ただし、医療ケアを必要とする方は利用ができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○利用可能ポイント 

 42 ポイント 

 「通い」・「泊まり」を組み合わせて利用可能。 

種別 利用時間 ポイント数 

通い 4 時間以下 1 回につき   1 ポイント 

4 時間超 1 回につき   2 ポイント 

泊まり — 1 泊につき   3 ポイント 

 

○費用 

 無料 

 ※食事代やその他事業外のサービス（施設のレクリエーション代など）は申請者負担 

 

○利用方法 

（１）高齢者支援課相談係（03-5654-8257）にお電話ください。 

（２）お電話で高齢者の介護状況や利用したい日時を聞き取り、利用可能な施設を高齢者支援課

がお調べいたします。 

（３）施設担当者から家族介護者もしくは介護事業者に対して直接聞き取りを行います。 

（４）申請書をご利用する施設に提出してください。 

（５）申請書はご利用する施設を通じて、高齢者支援課に送付されます。 

（６）高齢者支援課で申請書を受領後、内容の審査を行い、決定・却下通知を送付いたします。 

（７）サービス利用日に施設にてサービスを利用してください。 

  



 

～施設一覧～ 

●特別養護老人ホーム 

施設名 住所 電話番号 

西水元あやめ園 西水元２－２－８ ３８２６－２９５１ 

中川園 西水元４－５－１ ３６０７－４０６０ 

水元園 西水元４－６－１ ３６０７－４０６０ 

西水元ナーシングホーム 西水元６－１２－２ ３６０７－００５０ 

水元ふれあいの家 水元１－２６－２０ ３６０７－７８８１ 

癒しの里亀有 亀有２－６０－５ ５６２９－５８６６ 

癒しの里西亀有 西亀有３－１８－６ ５６４７－７４５４ 

癒しの里青戸 青戸８－１８－１３ ５６２９－５８４３ 

東四つ木ほほえみの里 東四つ木２－２６－１５ ５６９８－２３４１ 

ケアホーム葛飾 小菅１－３５－１０ ３６０２－５９００ 

奥戸くつろぎの郷 奥戸３－２５－１ ５６７０－１２６１ 

第二奥戸くつろぎの郷 奥戸３－２５－２３ ５６５４－６１３０ 

すずうらホーム 西新小岩３－３７－２７ ５６７０－３０１０ 

 

●小規模多機能型居宅介護を提供する事業所 

施設名 住所 電話番号 

紋どころ 新宿１－２３－１２ ３８２６－４１６３ 

人情柴又 柴又５－３０－１０ ３６７２－３０７１ 

ピカソ 奥戸７－１６－５ ５６７１－３８１０ 

 

≪同一施設で介護保険のショートステイと家族等介護支援事業を連続して利用する場合≫ 

 同一施設で介護保険のショートステイと高齢者支援課の家族等介護支援事業を連続して利用

する場合、切り替わる日については、両方のサービスを利用することになります。 

（１）家族等介護支援事業を介護保険のショートステイの後に利用する場合 

例）１月１日～１月１２日まで利用する方で、１月７日までをショートステイとした 

1月12日1月1日
1月2日 1月3日 1月4日 1月5日

介護保険のショートステイ：1月１日～1月7日 家族等介護支援事業：1月７日～1月12日

1月8日 1月9日 1月10日 1月11日1月6日 1月7日

 

1 月 7 日は介護保険のショートステイと家族等介護支援事業の利用が重複します。 

（２）家族等介護支援事業を介護保険のショートステイの前に利用する場合 

  例）1 月 1 日～1 月 12 日まで利用する方で、1 月 7 日までを家族等介護支援事業とした 

家族等介護支援事業：1月1日～1月7日 介護保険のショートステイ：1月７日～1月12日

1月1日 1月12日
1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 1月11日

 

1 月 7 日は介護保険のショートステイと家族等介護支援事業の利用が重複します。 


